
 

 

 

 

市民の皆様から寄せられた消費者トラブルの相談や、注意してもらいたいニュースを定期

的にお伝えする情報紙です。トラブルの未然防止にお役立ていただければ幸いです。 
 
■ 2月～3月の相談件数は 28件で、前年同月と比べ 7件増加しています。電気料金の値

上げに伴い、小売り電力に関連する相談が寄せられています。電気料金はプランによっ

てメリット・デメリットがあります。「安くなると思って契約したら、かえって高くな

ってしまった」とならないよう、広告のうたい文句（メリット）だけでなくデメリット

まで理解して契約しましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

きつき消費者かわら版 
令和 8年 5月１5日発行 

令和 7年度 消費者相談受付実績件数 157件（前年度比＋８）

件） 

      

知らない事業者からの「太陽光発電システムの点検が 

 義務化されました」という勧誘にご注意ください！ 

すぐに契約せず、購入した販売店・施工店や機器メーカーに 

「定期点検の義務対象」であるか確認しましょう。 

※ 他の教養娯楽サービス 

⇒教養・趣味・娯楽の 

 目的で受ける役務 



 
 
 
 


